
障害児通所支援事業等の体制届必要書類一覧 
 

全サービス共通で必要になる書類 
・障害児通所給付費等算定に係る体制等に関する届出書 

・総括表（該当するサービスのみ） 

 

各加算の必要書類一覧 

サービス種類 加算・減算名称 必要書類 

 

児童発達支援 未就学児等支援区分 
・別紙 59 

・別紙 59 その② 

定員超過 - 

職員欠如 
減算ありの場合：なし 

減算なしの場合：勤務形態一覧表（人員が充足した月とその翌月分） 

児童発達支援管理責任者欠如 
減算ありの場合：なし 

減算なしの場合：勤務形態一覧表（人員が充足した月とその翌月分） 

開所時間減算 - 

開所時間減算区分 - 

自己評価結果等未公表減算 
減算ありの場合：なし 

減算なしの場合：別紙 60 

支援プログラム未公表減算 
減算ありの場合：なし 

減算なしの場合：別紙 61 

身体拘束未実施 
減算ありの場合：改善計画（任意様式） 

減算なしの場合：改善状況報告書（任意様式） 

虐待防止措置未実施 
減算ありの場合：改善計画（任意様式） 

減算なしの場合：改善状況報告書（任意様式） 

業務継続計画未策定 
減算ありの場合：なし 

減算なしの場合：策定した業務継続計画 

情報公表未報告 - 

児童指導員等加配体制 

・別紙 62 

・基準人員となる保育士または児童指導員の資格証の写し 

・加配人員となる保育士または児童指導員の資格証の写し 

・勤務形態一覧表（算定開始月のもの） 

※ 専門的支援体制加算を同時に算定する場合は、当該加算により配

置する従業者の資格証等の写しを添付。 

（経験 5年以上の区分を算定する場合） 

・加配人員となる保育士または児童指導員の実務経験証明書 

看護職員加配体制（重度） 

・別紙 63 

・看護職員（保健師、看護師、准看護師）の資格証の写し 

・勤務形態一覧（算定開始月のもの） 

福祉専門職員配置等 

・別紙 3-1 

・社会福祉士、介護福祉士等の資格証の写し 

・勤務形態一覧（算定開始月のもの） 

（加算Ⅲのうち、３年以上従事の区分で算定する場合） 

・３年以上従事に該当する従業者の実務経験証明書 

栄養士配置加算 
・勤務形態一覧表（算定開始月のもの） 

・管理栄養士または栄養士の資格証の写し 

食事提供加算区分 ・別紙 10 



（従業者として管理栄養士または栄養士を配置する場合） 

・付表 

・勤務形態一覧表（算定開始月のもの） 

・管理栄養士または栄養士の資格証の写し 

・組織体制図 

・運営規程 

（保健所等との連携により管理栄養士等が関与する場合） 

・関与する従業者の資格証の写し 

・連携が確認できる書類（連携協定書、業務契約書等） 

（委託により食事提供を行う場合） 

・業務委託契約書の写し 

強度行動障害加算体制 

・別紙 66-1 

・勤務形態一覧表（算定開始月のもの） 

・強度行動障害支援者養成研修（実践研修）の修了証の写し 

送迎体制 - 

送迎体制（重度） ・別紙 67 

送迎体制（医ケア） ・別紙 67 

延長支援体制 
・別紙 68 

・勤務形態一覧（算定開始月のもの） 

専門的支援加算体制 

・別紙 69 

・基準人員の資格証の写し 

・理学療法士等の資格証の写し 

・勤務形態一覧表（算定開始月のもの） 

※ 児童指導員等加配加算を同時に算定する場合は、当該加算により

配置する従業者の資格証等の写しを添付。 

（保育士または児童指導員で算定する場合） 

・児童福祉事業に 5年以上従事したことが分かる実務経験証明書 

専門的支援実施加算 

・別紙 70 

・理学療法士等の資格証の写し 

・勤務形態一覧表（算定開始月のもの） 

中核機能強化加算対象 
・別紙 71 

・理学療法士等の資格証の写し 

中核機能強化事業所加算対象 

・別紙 71 

・加配する理学療法士等の資格証の写し 

・勤務形態一覧表（算定開始月のもの） 

※ その他複数要件があるため、報酬告示及び留意事項通知を参照

のこと。 

（保育士または児童指導員で算定する場合） 

・児童福祉事業に 5年以上従事したことが分かる実務経験証明書 

視覚・聴覚等支援体制 

・別紙 72 

・専門性を有する者が要する資格証の写し等 

・勤務形態一覧表（算定開始月のもの） 

人工内耳装用児支援体制 

・別紙 73 

・言語聴覚士の資格証の写し 

・勤務形態一覧表（算定開始月のもの） 



入浴支援体制 

・別紙 73 

・入浴設備が分かる図面または写真 

・安全計画の写し 

福祉・介護職員等処遇改善加算対象 ・福祉・介護職員等処遇改善等処遇改善計画（別紙様式 2） 

（加算区分を変更する場合） 

・福祉・介護職員等処遇改善等処遇改善計画（別紙様式 2） 

・変更に係る届出書（別紙様式４） 

福祉・介護職員等処遇改善加算（Ⅴ）区分 ・福祉・介護職員等処遇改善等処遇改善計画（別紙様式 2） 

指定管理者制度適用区分 - 

共生型サービス対象区分 - 

共生型サービス体制強化 

・別紙 75 

・勤務形態一覧表（算定開始月のもの） 

（児童発達支援管理責任者を配置する場合） 

・サービス管理責任者等研修（基礎研修）修了証の写し 

・サービス管理責任者等研修（実践研修）修了証の写し 

・任用要件の期間を満たす実務経験証明書 ※ 

※ 国家資格に基づく実務経験の場合は、資格証の写しも必要。 

（保育士または児童指導員を配置する場合） 

・保育士または児童指導員の資格証の写し 

共生型サービス体制強化（医療的ケア） 

・別紙 75 

・勤務形態一覧表（算定開始月のもの） 

（看護職員を配置する場合） 

・保健師、看護師または准看護師の資格証の写し 

（認定特定行為業務従業者を配置する場合） 

・認定特定行為業務従事者認定証の写し 

地域生活支援拠点等 - 

経過措置対象区分 - 

 

放課後等デイ

サービス 

定員超過 - 

開所時間減算 - 

開所時間減算区分 - 

職員欠如 
減算ありの場合：なし 

減算なしの場合：勤務形態一覧表（人員が充足した月とその翌月分） 

児童発達支援管理責任者欠如 
減算ありの場合：なし 

減算なしの場合：勤務形態一覧表（人員が充足した月とその翌月分） 

自己評価結果等未公表減算 
減算ありの場合：なし 

減算なしの場合：別紙 60 

支援プログラム未公表減算 
減算ありの場合：なし 

減算なしの場合：別紙 61 

身体拘束廃止未実施 
減算ありの場合：改善計画（任意様式） 

減算なしの場合：改善状況報告書（任意様式） 

虐待防止措置未実施 
減算ありの場合：改善計画（任意様式） 

減算なしの場合：改善状況報告書（任意様式） 

業務継続計画未策定 
減算ありの場合：なし 

減算なしの場合：策定した業務継続計画 

情報公表未報告 - 



児童指導員等加配体制 

・別紙 62 

・基準人員となる保育士または児童指導員の資格証の写し 

・加配人員となる保育士または児童指導員の資格証の写し 

・勤務形態一覧表（算定開始月のもの） 

※ 専門的支援体制加算を同時に算定する場合は、当該加算により配

置する従業者の資格証等の写しを添付。 

（経験 5年以上の区分を算定する場合） 

・加配人員となる保育士または児童指導員の実務経験証明書 

看護職員等加配体制（重度） 

・別紙 63 

・看護職員（保健師、看護師、准看護師）の資格証の写し 

・勤務形態一覧（算定開始月のもの） 

福祉専門職員配置等 

・別紙 3-1 

・社会福祉士、介護福祉士等の資格証の写し 

・勤務形態一覧（算定開始月のもの） 

（加算Ⅲのうち、３年以上従事の区分で算定する場合） 

・３年以上従事に該当する従業者の実務経験証明書 

強度行動障害加算体制 

・別紙 66-2 

・勤務形態一覧表（算定開始月のもの） 

・強度行動障害支援者養成研修（実践研修）の修了証の写し 

（区分（Ⅱ）を算定する場合） 

・中核的支援人材養成研修の修了証の写し 

送迎体制（重度） ・別紙 67 

送迎体制（医ケア） ・別紙 67 

延長支援体制 
・別紙 68 

・勤務形態一覧（算定開始月のもの） 

専門的支援加算体制 

・別紙 69 

・基準人員の資格証の写し 

・理学療法士等の資格証の写し 

・勤務形態一覧表（算定開始月のもの） 

※ 児童指導員等加配加算を同時に算定する場合は、当該加算により

配置する従業者の資格証等の写しを添付。 

（保育士または児童指導員で算定する場合） 

・児童福祉事業に 5年以上従事したことが分かる実務経験証明書 

専門的支援実施加算 

・別紙 70 

・理学療法士等の資格証の写し 

・勤務形態一覧表（算定開始月のもの） 

中核機能強化事業所加算 
・別紙 71 

・理学療法士等の資格証の写し 

個別サポート加算（Ⅰ） 

・別紙 77 

・強度行動障害支援者養成研修（基礎研修）の修了証の写し 

・勤務形態一覧表（算定開始月のもの） 

視覚・聴覚等支援体制 

・別紙 72 

・専門性を有する者が要する資格証の写し等 

・勤務形態一覧表（算定開始月のもの） 

人工内耳装用児支援体制 

・別紙 73 

・言語聴覚士の資格証の写し 

・勤務形態一覧表（算定開始月のもの） 



入浴支援体制 

・別紙 73 

・入浴設備が分かる図面または写真 

・安全計画の写し 

福祉・介護職員等処遇改善加算対象 

・福祉・介護職員等処遇改善等処遇改善計画（別紙様式 2） 

（加算区分を変更する場合） 

・福祉・介護職員等処遇改善等処遇改善計画（別紙様式 2） 

・変更に係る届出書（別紙様式４） 

福祉・介護職員等処遇改善加算（Ⅴ）区分 ・福祉・介護職員等処遇改善等処遇改善計画（別紙様式 2） 

指定管理者制度適用区分 - 

共生型サービス対象区分 - 

共生型サービス体制強化 

・別紙 75 

・勤務形態一覧表（算定開始月のもの） 

（児童発達支援管理責任者を配置する場合） 

・サービス管理責任者等研修（基礎研修）修了証の写し 

・サービス管理責任者等研修（実践研修）修了証の写し 

・任用要件の期間を満たす実務経験証明書 ※ 

※ 国家資格に基づく実務経験の場合は、資格証の写しも必要。 

（保育士または児童指導員を配置する場合） 

・保育士または児童指導員の資格証の写し 

共生型サービス体制強化（医療的ケア） 

・別紙 75 

・勤務形態一覧表（算定開始月のもの） 

（看護職員を配置する場合） 

・保健師、看護師または准看護師の資格証の写し 

（認定特定行為業務従業者を配置する場合） 

・認定特定行為業務従事者認定証の写し 

地域生活支援拠点等 - 

経過措置対象区分 - 

 

保育所等訪

問支援 

訪問支援員特別体制 

・別紙 78 

・勤務形態一覧表（算定開始月のもの） 

（区分（Ⅰ）の場合） 

下記①または②の書類であって実務経験が 10年以上のもの  

（区分（Ⅱ）の場合） 

下記①またが②の書類であって実務経験が５年以上のもの 

① 
・理学療法士等の資格証の写し 

・資格取得後の実務経験証明書 

② 
・児童指導員、児童発達支援管理責任者等の任用資格の分かるもの 

・配置後直接支援業務等に従事した期間の実務経験証明書 

児童発達支援管理責任者欠如 
減算ありの場合：なし 

減算なしの場合：勤務形態一覧表（人員が充足した月とその翌月分） 

自己評価結果等未公表減算 
減算ありの場合：なし 

減算なしの場合：別紙 60 

身体拘束廃止未実施 
減算ありの場合：改善計画（任意様式） 

減算なしの場合：改善状況報告書（任意様式） 

虐待防止措置未実施 
減算ありの場合：改善計画（任意様式） 

減算なしの場合：改善状況報告書（任意様式） 



業務継続計画未策定 
減算ありの場合：なし 

減算なしの場合：策定した業務継続計画 

情報公表未報告 - 

多職種連携支援体制 

・別紙 78 

・訪問支援員特別加算を算定できる業務従事歴を有することが分かる

もの（詳細は先述の訪問支援員特別体制を参照） 

・勤務形態一覧表 

ケアニーズ対応加算 

・別紙 78 

・訪問支援員特別加算を算定できる業務従事歴を有することが分かる

もの（詳細は先述の訪問支援員特別体制を参照） 

・勤務形態一覧表 

強度行動障害加算体制 

・別紙 66-1 

・強度行動障害支援者養成研修（実践研修）の修了証の写し 

・勤務形態一覧表（算定開始月のもの） 

福祉・介護職員等処遇改善加算対象 

・福祉・介護職員等処遇改善等処遇改善計画（別紙様式 2） 

（加算区分を変更する場合） 

・福祉・介護職員等処遇改善等処遇改善計画（別紙様式 2） 

・変更に係る届出書（別紙様式４） 

福祉・介護職員等処遇改善加算（Ⅴ）区分 ・福祉・介護職員等処遇改善等処遇改善計画（別紙様式 2） 

指定管理者制度適用区分 - 

地域生活支援拠点等 - 

 

居宅訪問型

児童発達支

援 

訪問支援員特別体制 

・別紙 78 

・勤務形態一覧表（算定開始月のもの） 

（区分（Ⅰ）の場合） 

下記①または②の書類であって実務経験が 10年以上のもの  

（区分（Ⅱ）の場合） 

下記①またが②の書類であって実務経験が５年以上のもの 

① 
・理学療法士等の資格証の写し 

・資格取得後の実務経験証明書 

② 
・児童指導員、児童発達支援管理責任者等の任用資格の分かるもの 

・配置後直接支援業務等に従事した期間の実務経験証明書 

児童発達支援管理責任者欠如 
減算ありの場合：なし 

減算なしの場合：勤務形態一覧表（人員が充足した月とその翌月分） 

支援プログラム未公表減算 
減算ありの場合：なし 

減算なしの場合：別紙 61 

身体拘束廃止未実施 
減算ありの場合：改善計画（任意様式） 

減算なしの場合：改善状況報告書（任意様式） 

虐待防止措置未実施 
減算ありの場合：改善計画（任意様式） 

減算なしの場合：改善状況報告書（任意様式） 

業務継続計画未策定 
減算ありの場合：なし 

減算なしの場合：策定した業務継続計画 

情報公表未報告 - 

多職種連携支援体制 

・別紙 78 

・訪問支援員特別加算を算定できる業務従事歴を有することが分かる

もの（詳細は先述の訪問支援員特別体制を参照） 

・勤務形態一覧表 



強度行動障害加算体制 

・別紙 66-1 

・強度行動障害支援者養成研修（実践研修）の修了証の写し 

・勤務形態一覧表（算定開始月のもの） 

福祉・介護職員等処遇改善加算対象 

・福祉・介護職員等処遇改善等処遇改善計画（別紙様式 2） 

（加算区分を変更する場合） 

・福祉・介護職員等処遇改善等処遇改善計画（別紙様式 2） 

・変更に係る届出書（別紙様式４） 

福祉・介護職員等処遇改善加算（Ⅴ）区分 ・福祉・介護職員等処遇改善等処遇改善計画（別紙様式 2） 

指定管理者制度適用区分 - 

地域生活支援拠点等 - 

 

障害児相談

支援 

相談支援機能強化型体制 

・別紙 46-1 

・勤務形態一覧表（算定開始月のもの） 

（サービス費区分（Ⅰ）及び（Ⅱ）の場合） 

・別紙 46-1に規定する要件①、②～⑨の実施が確認できるもの 

（サービス費区分（Ⅲ）の場合） 

・別紙 46-1に規定する要件①、②、④～⑨の実施が確認できるもの 

（サービス費区分（Ⅳ）の場合） 

・別紙 46-1に規定する要件①、②、④～⑥、⑨の実施が確認できるもの 

（複数の指定事業所により一体的な管理運営を行う場合） 

・別紙 46-2 

・事業所間での協働体制を確保していることが分かる協定書の写し等 

・勤務形態一覧表（算定開始月のもの） 

（サービス費区分（Ⅰ）及び（Ⅱ）の場合） 

・別紙 46-2 に規定する要件①、②～⑨、⑫の全てと⑩または⑪のい

ずれかの実施が確認できるもの 

（サービス費区分（Ⅲ）の場合） 

・別紙 46-2 に規定する要件①、②（a,b,c）、③、⑤～⑨、⑫の全てと⑩

または⑪のいずれかの実施が確認できるもの 

虐待防止措置未実施 
減算ありの場合：改善計画（任意様式） 

減算なしの場合：改善状況報告書（任意様式） 

業務継続計画未策定 
減算ありの場合：なし 

減算なしの場合：策定した業務継続計画 

情報公表未報告 - 

行動障害支援体制 

・別紙 44 

・強度行動障害支援者養成研修（実践研修）または行動援護従業者

養成研修の修了証の写し 

・勤務形態一覧表 

要医療児者支援体制 

・別紙 44 

・医療的ケア児等コーディネーター養成研修の修了証の写し 

・勤務形態一覧表（算定開始月のもの） 

精神障害者支援体制 

・別紙 44 

・精神障害関係従事者養成研修（うつ病医療連携技術研修）等の修

了証の写し 

・勤務形態一覧表（算定開始月のもの） 

主任相談支援専門員配置 

・別紙 42 

・主任相談支援専門員養成研修の修了証の写し 

・勤務形態一覧表（算定開始月のもの） 



（区分（Ⅰ）の場合） 

・別紙 42に規定する要件①～⑤、⑦の実施が確認できるもの 

（区分（Ⅱ）の場合） 

・別紙 42で規定する要件②～④、⑥の実施が確認できるもの 

※ 自事業所での実施が困難な場合であって、要件⑦がありの場合に

限り、要件②～④の実施が確認できるものは添付不要。 

ピアサポート体制 

・別紙 25 

・障害者ピアサポート研修の修了証の写し 

・勤務形態一覧表（算定開始月のもの） 

地域生活支援拠点等 - 

地域体制強化共同支援加算対象 
・別紙 45 

・別紙 45で規定する要件①及び②を満たすことが確認できるもの 

地域生活支援拠点等機能強化体制 
・別紙 36 

・別紙 36に規定する要件①～③を満たすことが確認できるもの 

高次脳機能障害支援体制 

・別紙 44 

・高次脳機能障害支援養成研修の修了証の写し 

・勤務形態一覧表（算定開始月のもの） 

 


